
　「西脇市人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、人権が尊重される
社会づくりに向け、人権尊重のための教育や啓発に関わる施策の総合的な推
進について、基本的な方向性を示すものです。
　指針改定は、令和元年度に行った「人権についての市民意識調査」の結果
をもとに、２年間にわたり西脇市人権施策推進審議会においてその内容を審
議。３つの個別課題を追加し、パブリック・コメントを経て、10の課題ごと
に施策のあり方をまとめています＝ＱＲコード。
　西脇市は、全ての市民の皆さんが人権を尊重することの重要性を認識する
ため、家庭・地域・学校園・職場などさまざまな場を通じて人権教育と啓発
を推進します。 市ホームページ

　西脇市は関係団体や関係機関と連携し、人権文化が日常生活の中で根付き、全
ての市民の人権が尊重される社会を目指します。

▶問合せ　まちづくり課人権室（市役所内線3023）

インターネットによる人権侵害 性的指向・性自認働く人と職場
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本編 概要版

 対話や気付きを大切にし、さ
まざまな機会を捉えて人権意識
の高揚を図り、一人一人の人権
を大切にした働きやすい職場づ
くりを推進します。
▷啓発活動の推進
▷学習機会の提供
▷相談支援体制づくり
▷情報を共有するネットワーク    
　づくり

 性的指向や性自認は人それぞ
れと認識することで、偏見や差
別を解消します。また、多様な
生き方や価値観を認め合い、共
生社会を築こうとする機運を高
める取り組みを推進します。
▷地域社会における教育および   
　啓発の推進
▷学校教育における人権教育の  
　推進
▷性の多様性が尊重
　される環境づくり

 インターネットによる情報の
送受信や、プライバシーの保護
に関する正しい知識を身に付け
るための啓発活動、情報モラル
教育、インターネットモニタリ
ングなどの取り組みを推進しま
す。
▷啓発活動の推進
▷情報モラル教育の推進
▷インターネットモニタリング
　の実施
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見学会　参加者募集
西脇小学校木造校舎

　令和３年に国重要文化財に指定された西脇
小学校。どこか懐かしい昭和初期の面影を感
じながら、教育環境が整備された木造校舎の
内部を見学しませんか。
　市職員が解説しながら校舎を案内します。

▶見学開始時間
午前９時、11時
午後１時、３時

▶定員
　各回30人（要申し込み・先着順）

▶申込方法　
　市ホームページ＝ＱＲコード＝または電話
で下記へ

▶その他
・上履きをご持参ください。
・西脇小学校中棟前（運動場側）で受け付け
　を行います。申込者のお名前をお知らせく
　ださい。
・駐車場は、西脇小学校内にあります。

▶申込み・問合せ
　教育総務課
　（市役所内線4032）

市ホームページ

国重要文化財 本人通知制度に登録を
自分の「人権」を守りましょう

　本人通知制度は、市が住民票の写しや戸籍
謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、
事前登録している人に対して、交付したこと
をお知らせする制度です。不正請求の抑止や
不正取得の早期発見などの効果が期待できま
す。本人へ確認したり請求を拒否したりする
ものではありません。

▶対象の証明書
　住民票の写し▷戸籍の附票の写し▷住民票
記載事項証明書▷戸籍の謄抄本▷戸籍記載事
項証明書（いずれも、除票・除籍を含む）

▶本人通知の内容
　交付年月日▷交付した証明書の種類▷交付
通数▷交付請求者の種別（登録者の代理人、
親族などの代理人、第三者（個人・法人・八
業士））▷交付請求者が登録者の代理人の場
合に限り、代理人の氏名・住所

▶登録できる人
　西脇市の住民基本台帳、戸籍および戸籍の
附票に記録されている方（除票や除籍に記載
されている方を含む）

▶登録に必要なもの
　事前登録申出書（戸籍住民課、隣保館、市
ホームページから取得できます）▷本人確認
書類（運転免許証、パスポート、マイナンバ
ーカードなど）▷代理人による申し出の場合
は、委任状と代理人の本人確認書類

▶変更などの届け出
　登録後に住所などの変更がある場合や登録
を廃止する場合は、届け出が必要

▶申請・問合せ
　戸籍住民課（市役所内線1032）

証明書を交付した際に通知します
本人に

市ホームページ

市ホームページ

　市ではさまざまな参加型・体験型の施策に取り組
んでいます。あなたも参加してみませんか。

人権教育啓発資料

　市教育委員会は、身近な「人
権」を考える人権教育啓発資料
（冊子）を作成しています。平
成２年から毎年発行した「ゆき
ちゃんからのメッセージ」は、
令和２年から名称を「Ｆｌａｔ
～心の視線の向こうに～」に変
更し、「市民の皆さんのメッセ
ージ」を重点に、皆さんの人
権に寄せる思いや、人権啓発
活動を紹介しています。

フラット

　多くの人と共に学ぶことで信
頼関係を築き、同和問題などさ
まざまな差別をなくす人の輪を
広げるため、市内４隣保館で多
様な教養講座を実施しています。
趣味や教養を身に付けるきっか
けとして参加しませんか。

隣保館教養講座

　互いの人権を尊重し、共に生
きる社会を目指して昭和34年に
結成。研究大会やじんけんセミ
ナーの開催を通して、参加者の
広がりを図るとともに、参加者
同士が意見交流し、主体的に学
べる場づくりを進めています。
　毎年８月に行う人権講演会で
は、講演会のテーマなども協議
し、市民の皆さんが身近な人権
課題に関心を寄せてもらえるよ
う企画しています。

西脇市人権教育協議会活動

　８月の人権講演会では、「人権」に
ついて考えるスタートになるような会
を目指しています。
　幅広い世代の方が参加できるよう、
土曜日の日中やオンラインでも開催し
ます。ぜひ、お越しください。

交流の輪が広
がる場

交流の輪が広
がる場

人権講演会

 毎年８月に、市内８地区で「人権文化をすすめる市民運動」推進
強調月間講演会を開催しています。「性の多様性」や「女性活躍」
をはじめ、今、社会で関心が高まるテーマに関する講演会です。地
域の小中学生による人権作文の朗読も実施します。
　今年度の詳しい開催情報は、市ホームページ＝ＱＲコード＝また
は、広報にしわき８月号と一緒に配布するチラシをご覧
ください。
▶問合せ　
　人権教育課（市役所内線4013）

男女共同参画センター

 「一人ひとりの人権と個性が尊重され、男女が共に輝く社会」を
目指して、男女共同参画の推進に向けたセミナーやプログラムを実
施しています。地域で活躍する方を講師に迎えて開催するセミナー
や、フォトコンテストなどの参加型企画、女性の就労・起業を応援
する相談会、地域で活躍する女性の交流会などを通して、自分ら
しくいきいきと活躍できる社会を目指します。
▶問合せ　
　男女共同参画センター
　（茜が丘複合施設みらいえ内／☎25-2800）

フラット

さんささ大城戸康子
「起業カフェ」を受講

武部治仁会長
西脇市人権教育協議会

　家族や周りの人の応援もあり、公認
心理師の資格を生かして起業しました。
受講した「起業カフェ」では、異なる
世代の参加者から刺激を受け、力をも
らいました。

○人権擁護委員による人権相談会
▶とき　第１水曜日の午後１時30分～４時
▶ところ　萩ヶ瀬会館
○隣保館の相談窓口
▶とき　常時▶ところ　各隣保館
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